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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年１月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２９年７月２１日 １９時４０分ごろ 

発生場所 愛媛県伊方
い か た

町梶谷
か じ や

鼻東方沖 

 伊予三崎港三崎第１防波堤灯台から真方位１１７°２.０海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°２２.５′ 東経１３２°０９.３′） 

事故の概要 交通船清栄
きよえい

丸は、転覆したミニボート（船名なし）及び別のミニボ

ート（船名なし）をえい
．．

航中、転覆した。 

清栄丸は、船外機の濡損等を生じ、また、転覆したミニボート（船

名なし）は、沈没した。 

事故調査の経過 平成２９年７月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 交通船 清栄丸、０.２トン  

ＥＨ３－５４４７８（漁船登録番号）、個人所有 

４.２７ｍ（Lr）×１.４０ｍ×０.４９ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、１１kＷ、平成２年４月２２日 

第２８１－４１４０６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ ミニボート （船名なし）、総トン数なし 

なし、個人所有 

約３.０ｍ×約１.０ｍ×約０.５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、１.４５kＷ、不明 

Ｃ ミニボート （船名なし）、総トン数なし 

なし、個人所有 

約１.６６ｍ×約１.２６ｍ×約０.４３ｍ、ＦＲＰ 

機関なし、不明 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ 男性 ５２歳 

二級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２０年３月４日 

免許証交付日 平成２９年３月１４日 

         （平成３５年３月３日まで有効） 

同乗者Ａ 男性 ７１歳 
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一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年１２月１５日 

免許証交付日 平成２７年２月６日 

         （平成３２年１２月２０日まで有効） 

操縦者Ｂ 男性 ７４歳 

 操縦免許 なし 

同乗者Ｂ 男性 ６８歳 

 操縦免許 なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 舷縁外板等に擦過傷、船外機に濡損、いけす
．．．

の蓋が流失 

Ｂ 沈没（全損） 

Ｃ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 １m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の初期（八幡浜）、潮流 北流

約２.８ノット（kn）（速吸瀬戸） 

日没時刻：１９時１９分ごろ 

 事故の経過 

 

Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り、同乗者Ｂを乗せ、釣りの目的で、

釣り道具等の荷物を載せたＣ船をえい
．．

航し、梶谷鼻の磯（以下「本件

磯」という。）に向けて伊方町名取漁港を出発した。 

Ｂ船は、本件磯に到着し、操縦者Ｂが本件磯に移り、Ｃ船を本件磯

に置いた後、同乗者Ｂが名取漁港に戻って別の友人１人を迎えに行こ

うとＢ船を操縦した際、本件磯付近で転覆した。 

本件磯にいる操縦者Ｂは、Ｂ船が転覆した際に同乗者Ｂが落水した

のを見て名取漁港の漁師で知人であるＡ船乗組員の同乗者Ａに携帯電話

で状況を知らせ、同乗者Ｂの救助を求めた。 

連絡を受けた同乗者Ａは、船長Ａに落水した同乗者Ｂの救助を依頼し

た。 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者Ａを乗せ、落水した同乗者

Ｂ、転覆したＢ船及びＣ船の救助の目的で、平成２９年７月２１日１８

時００分ごろ本件磯付近に向けて名取漁港を出発した。 

 船長Ａは、自らが右舷船尾部に腰を掛けて船外機を操作し、同乗者Ａ

を左舷船尾部に腰を掛けさせ、梶谷鼻に接近し、梶谷鼻から南西方沖約

１００ｍの干出岩にいた同乗者Ｂを見付けて救助した。 

Ａ船は、船長Ａが、同乗者Ｂを右舷船首部に腰を掛けさせ、転覆し

て水船状態となったＢ船をＡ船に引き揚げ、Ｂ船を船底部が上向きの

状態で一旦置き、助けを求めている操縦者Ｂが待機する本件磯に向か

った。 

 船長Ａは、本件磯に到着した後、操縦者Ｂを移乗させるに当たり、

Ｂ船が邪魔になっていたので、Ｂ船を再び海面に降ろし、左舷船首部

に操縦者Ｂを乗せた。 
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船長Ａは、‘Ｂ船の船首部に取り付けたえ
．
い
．
航索’（以下「本件えい

．．

航索」という。）を右手で持ち、排水口が海面とほぼ同じ高さになっ

てＡ船のデッキ上約１０cmの高さまで海水が溜
た

まっていることに気付

き、Ａ船が動揺する際に排水口から船内に海水が流入するのを認め

た。 

Ａ船は、船長Ａが、Ｃ船のえい
．．

航索（以下「船首えい
．．

航索」とい

う。）をＡ船の船首部に繋
つな

ぎ、本件えい
．．

航索を持った状態で機関を後

進にかけたところ、Ａ船の排水口から船内に海水が更に流入するのを

認めたものの、Ｂ船を海面に降ろして軽くなったので、名取漁港まで

航行できると思い、Ａ船に４人を乗せ、Ｂ船及びＣ船を引く態勢でえ
．

い
．
航を続けた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船のえい
．．

航状態及び乗船していた４人の配置の状況 

 

Ａ船は、船長ＡがＢ船及びＣ船をえい
．．

航中、Ｂ船が沈み始め、Ｂ船

により横引きされる状態となったものの、どうすることもできず、１

９時４０分ごろＢ船が沈没するとともに転覆した。 

Ａ船は、４人全員が、落水してＣ船に掴
つか

まり、操縦者Ｂが１１８番

通報を行って救助を要請し、来援した巡視船艇２隻によって救助され

たのち、Ｃ船と共にそれぞれ巡視船艇によって名取漁港までえい
．．

航さ

れた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船 参照） 

 その他の事項 Ａ船の最大搭載人員は、３人であった。 

 Ａ船は、デッキ上面からブルワーク上面までの垂直距離が約３５cm

であり、船体後部のブルワークに直径約５cmの排水口（以下「本件排

水口」という。）が４か所（片舷２か所）あり、本件排水口の下端が

軽貨喫水線の上方約５cmのところに設けられていた。（写真２、写真

３参照） 

 

 

 

 

 

えい
．．

航する方向 

Ｃ船 
船長Ａ 

同乗者Ａ 

本件えい
．．

航索 

Ｂ船 

Ａ船 

船首えい
．．

航索 

同乗者Ｂ 

操縦者Ｂ 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本件排水口の位置（船内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 本件排水口の位置（外板） 

船長Ａは、Ｂ船を海面に降ろしたとき、すでにＢ船の船尾側には海

水が溜まっており、Ｂ船の船尾部舷側が海面付近まで下がっていたの

で、Ｂ船をえい
．．

航したところ、Ｂ船の船尾部舷側から波が入り、海水

が流入し、Ｂ船の船尾部が沈み始めたので、右手が本件えい
．．

航索によ

って引かれたと本事故後に思った。 

船長Ａは、Ｂ船の搬送と操縦者Ｂ及び同乗者Ｂの救助とを同時に行

ったので、Ａ船が最大搭載人員の重量を超え、船体後部の本件排水口

から海水が流入したと本事故後に思った。 

船長Ａは、本事故当時、日没後は救助が困難になるので、救助を１

回の搬送で終わらせようとし、デッキ上の海水が約１０cm程度であっ

たのでえい
．．

航するには問題ないと思った。 

操縦者Ｂ及び同乗者Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

船長Ａ及び同乗者Ａは、Ａ船内に救命胴衣を所持していたが、救命

胴衣を着用することを失念していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ あり 

本件排水口 

本件排水口 

約３５cm 
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 判明した事項の解析 

 

 Ａ船は、デッキ上に海水が溜まった状況下、船長Ａが、Ｂ船と操縦

者Ｂ及び同乗者Ｂの救助に当たる際、Ａ船に４人を乗せ、本件排水口

から船内に海水が流入する状態となったことから、Ａ船でＢ船及びＣ

船を引いてえい
．．

航を開始したところ、海水が船内に滞留していたＢ船

が沈み始め、Ｂ船により横引き状態となり、右舷側に傾斜して転覆し

たものと考えられる。 

 Ａ船は、４人を乗せた際、積載量が安全に航行できない重量に達

し、喫水が本件排水口下端の位置とほぼ同じ高さとなり、本件排水口

から海水が流入する状態となったものと考えられる。 

 船長Ａは、日没後は救助が困難になるので、救助を１回の搬送で終

わらせようとしたこと及びデッキ上の海水が約１０cm程度であったの

でえい
．．

航するには問題ないと思ったことから、Ａ船に４人が乗ると同

時にＢ船及びＣ船のえい
．．

航を開始したものと考えられる。 

 Ｂ船は、水船状態からＡ船に引き揚げられたこと及び船長ＡがＢ船

を再び海面に降ろしたとき、すでに船尾側に海水が滞留しており、船

尾部舷側が海面付近まで下がっていたことから、えい
．．

航を開始した

際、海水が流入し、沈み始めたものと考えられる。 

 Ａ船は、Ｂ船の船尾部が沈み始め、船長Ａが本件えい
．．

航索を持った

状態でいたことから、Ｂ船により横引き状態となったものと考えられ

る。 

 Ａ船は、本件排水口が船体後部に設けられていたこと及び機関を後

進にかけてえい
．．

航したことから、船尾喫水が深くなり、海面とほぼ同

じ高さになっていた本件排水口から船体が動揺して更に海水が流入し

ていたものと考えられる。 

船長Ａは、最大搭載人員を超えた４人を乗船させてはならなかっ

た。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が、デッキ上に海水が溜まった状況下、船長

Ａが、Ｂ船と操縦者Ｂ及び同乗者Ｂの救助に当たる際、Ａ船に４人を

乗せ、本件排水口から船内に海水が流入する状態となったため、Ａ船

でＢ船及びＣ船を引いてえい
．．

航を開始したところ、海水が船内に滞留

していたＢ船が沈み始め、Ｂ船により横引き状態となり、右舷側に傾

斜して転覆したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・他船から救助を要請され、現場に着いた際、被救助者の状態等及

び自船が救助に当たることの適否を考慮した上、自船による救助

が可能か否かを判断すること。 

・多数の被救助者を乗船させることにより、排水口から船内に海水

が流入するような状況となった場合は、困難と判断し、１１８番

に通報して来援を待つこと。 
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・可能と判断した場合は、まず人員の救助を優先して行動するこ

と。 

・乗組員及び同乗者は、常時、救命胴衣を着用すること。 

・船長は、最大搭載人員を超えて乗船させないこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

国土地理院 電子国土Ｗｅｂシステム航空写真使用 

 

 

写真１ Ａ船 

 

伊予三崎港三崎第１防波堤灯台 

名取漁港 

同乗者Ｂが漂流し、 

流れ着いた干出岩 

× 

愛媛県伊方町 

× 

事故発生場所 

（平成２９年７月２１日 

 １９時４０分ごろ発生） 

梶谷鼻 

本件磯 


